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　問い合わせ　健康課　 73－3014

　問い合わせ　税務課　 73-3006　問い合わせ　健康課　 73－3014

国民健康保険税の納付通知書を送付します

　国保税は毎年7月に決定し、国保に加入している人の世帯主（納税義務者）に課税されます。世帯主が国保に加入してい
なくても、世帯内に国保の加入者がいれば、納税通知書は世帯主に送付します。

国　民　健　康　保　険　の　お　知　ら　せ国　民　健　康　保　険　の　お　知　ら　せ国　民　健　康　保　険　の　お　知　ら　せ

後　期　高　齢　者　医　療　の　お　知　ら　せ後　期　高　齢　者　医　療　の　お　知　ら　せ後　期　高　齢　者　医　療　の　お　知　ら　せ

平成２3年度の国保税率と課税限度額

カードサイズです。
記載されている内容に間違いがないか確認してください。

特別徴収と普通徴収の2種類に分かれています。（普通徴収の納付は口座振替が便利です）

※課税標準額は、前年の総所得金額から基礎控除額330,000円を差し引いた額です。
※特定世帯とは、同一世帯の人が、後期高齢者医療制度に移行することで国保の資格を喪失し、国保加入者が1人になった世帯です。

　普通徴収・・納付書で納付・口座振替で納付　　　　特別徴収・・年金から天引きによる納付

区分

課税標準額（※）×税率   5.5％
固定資産税額×税率　28.0％
被保険者1人につき　22,000円
特定世帯(※)以外の世帯 22,000円
特定世帯(※)　11,000円

所 得 割
資 産 割
均 等 割

平 等 割

課税限度額

課税標準額（※）×税率 1.5％
固定資産税額×税率    7.0％
被保険者1人につき　5,000円
特定世帯(※)以外の世帯 6,000円
特定世帯(※)　3,000円

● 保険税は年齢によって納め方が違います

後期高齢者支援分医療分

課税標準額（※）×税率 1.15％
固定資産税額×税率     5.0％
被保険者1人につき　6,800円

1世帯につき　4,000円

介護分（40歳～64歳）

● 世帯主に課税されます

被保険者証

　現在、被保険者の皆さんがお持ちの被保険者証は、7月末で有効期限（1年間）が満了となります。
8月からご使用いただく新たな被保険者証を被保険者1人に１枚ずつ、香川県後期高齢者医療広域連合から『特定記録郵
便』で7月16日以降『黄色の封筒』で送付します。
  7月25日を過ぎても被保険者証が届かない場合は、配達状況を確認しますので、健康課へご連絡ください。

所得の低い人の負担を少なくするため、世帯の所得等に応じて軽減制度があります。軽減対象者の保険
料は、世帯の所得などに応じて軽減された金額になっています。

● 被保険者証を送付します

● 国保税の納め方は普通徴収と特別徴収とがあります

　世帯の所得に応じて、７割・5割・2割の軽減制度や非自発的失業者に対する軽減制度があります。
● 国保税の軽減制度があります

● 後期高齢者制度の開始に伴う国民健康保険税の軽減制度があります

40歳未満の人
医療保険分＋後期高齢者支援金分

40歳以上65歳未満の人
医療保険分＋後期高齢者支援金分
＋介護保険分

65歳以上75歳未満の人
医療保険分＋後期高齢者支援金分

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の年次更新および新規交付申請

　申請により交付された認定証を医療機関に提示すれば、入院時の医療機関窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。

※上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯です。

● 70歳未満の人

保険料の軽減制度
があります

保険料の
納め方

年間保険料額＝均等割額＋所得割額（50万円を限度とし、100円未満切捨て）
・均等割額＝47,200円　   ・所得割額＝（平成22年中の所得－33万円）×所得割率（8.81％）
 　※4月1日以降に納付義務および資格の発生・消滅があるときは、月割で計算します。

【75歳以上・一定の障がいのある65歳以上の皆さんが対象者です】
　7月上旬に、今年度の後期高齢者医療制度の保険料納入通知書を、被保険者の皆さんに送付します。年度の途中で75歳
になる人は、そのつど納入通知書を送付します。保険料は一人ひとりに賦課されます。

● 保険料の納入通知書を送付します

現在お持ちの被保険者証は、8月1日以降は使用できませんので、
健康課または各支所までお返しください。

有効期限の切れた
被保険者証

保険料の
決まり方

260円

210円
（入院が90日を超えると160円）

上位所得者

住民税
非課税世帯

一　　 般

自己負担限度額　150,000円＋（医療費－500,000円）×1％　
ただし年間4回目以降の自己負担限度額83,400円
自己負担限度額　80,100円 ＋（医療費－267,000円）×1％　
ただし年間4回目以降の自己負担限度額44,400円

自己負担限度額　35,400円
4回目以降の自己負担限度額　24,600円

世帯単位（入院および外来含む）入院時食事標準負担額

申請が必要

260円

210円（入院が90日を超えると160円）

100円

一定以上所得者

一　　 般

Ⅱ低
所
得
者 Ⅰ

自己負担限度額　80,100円＋（医療費－267,000円）×1％　
ただし年間4回目以降の自己負担限度額44,400円
自己負担限度額　44,400円

自己負担限度額　24,600円
自己負担限度額　15,000円

世帯単位（入院および外来含む）入院時食事標準負担額

申請が必要

　低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、申請により交付された認定証を医療機関に提示すれば、医療機関窓口での支払いは、低所得の自
己負担額までとなります。一定以上所得者と一般の人は、既に交付済みの高齢受給者証により、もともと自己負担限度額
までの負担になっていますので、申請の必要はありません。

● 70歳以上75歳未満の人

年金が年額18万円以上の人で介護保険料と後期高齢者医療
保険料をあわせた額が年金受給額の2分の1を超えない人

対象となるのは

年6回の年金支給月に支給される年金から後期高齢者
医療保険料が差し引かれます。

納め方

特別徴収対象者以外の人・三豊市に転入した人
年度途中で75歳になった人

対象となるのは

納付書で市役所・支所・金融機関の窓口で納付する
方法と、口座振替で納付する方法があります。

納め方

納期限

※低所得者ⅡはⅠ以外の住民税非課税世帯の人　※低所得者Ⅰは世帯全員が住民税非課税世帯であって、収入が一定基準以下の人

　更新が必要な人は、下記のものをお持ちのうえ、7月下旬に健康課または各支所までお越しください。
　①認定証（交付されている人）　②国民健康保険証　 ③国保高齢受給者証（交付されている人）　④認め印

● 現在交付されている認定証の有効期限は7月31日です

　問い合わせ　税務課　 73-3006

仮徴収
4月 6月 8月 10月  12月    2月

本徴収

前年の所得が確定して
いないため暫定保険料
を差し引きます

確定した年間保険料から
仮徴収分を差し引いた額
を3回に分けて納めます

入院の際にはお忘れなく

510,000円 140,000円 120,000円

納付書での納付の人（普通徴収）年金から天引きされる人（特別徴収）

第1期
第2期
第3期
第4期
口座振替は納期限が口座振替日となります。

8月 1 日(月)
8月31日(水)
9月30日(金)
10月31日(月)

第5期
第6期
第7期
第8期

11月30日(水)
12月26日(月)
1月31日(火)
2月29日(水)
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介護保険料は毎年7月に決定し、納入通知書を被保険者の皆さんに送付します。
今年度65歳になる人は、誕生日以降に納入通知書を送付します。

保険料は、基準額をもとに低所得の人への負担が重くなりすぎないよう段階的に調整します。本人の市民税の課税状況
や所得、世帯の市民税の課税状況に応じて7段階にわかれています。

平成23年度介護保険料のお知らせ平成23年度介護保険料のお知らせ平成23年度介護保険料のお知らせ

所得段階

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の人

世帯全員が市民税非課税の人で、本人の年金収入額と前年の合計所得金額の合計が
80万円以下の人

世帯全員が市民税非課税の人で、第2段階に該当しない人

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の人
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の人
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上の人

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、本人の年金収入
額と前年の合計所得金額の合計が80万円以下の人

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、本人の年金収入
額と前年の合計所得金額の合計が80万円を超える人　

第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

第5段階
第6段階
第7段階

●65歳以上の人の保険料の決まり方

対　　象　　者

22，200

22，200

33，300

39，500

44，400

50，200
55，500
66，600

保険料(年額)

●保険料の納入通知書を送付します

特別徴収と普通徴収の2種類に分かれています。

基準額　（年額）44,400円　　　　（単位円）

介護サービスにかかる費用などに応じて保険料の基準額が決まります。

●保険料の納め方

三豊市
基準額

三豊市で
介護保険給付に
かかる費用

＝ × ÷65歳以上の人の
負担分（20%）

三豊市の65歳
以上の人数

　普通徴収の納付は口座振替を利用すると便利です。口座振替
を希望する人は、三豊市指定の金融機関でお申し込みください。

普通徴収の納付は 便利な口座振替で

対象となるのは

納め方

対象となるのは

納付書で市役所・支所・金融機関の窓口で納付する
方法と、口座振替で納付する方法があります。

納め方

　問い合わせ　税務課　☎73-3006

仮徴収
4月 6月 8月 10月  12月    2月

本徴収

前年の所得が確定してい
ないため暫定保険料を納
めます。通常４月は前年度
2月の保険料と同額です

確定した年間保険料から
仮徴収分を差し引いた額
を3回に分けて納めます

年金が年額18万円以上の人
※老齢福祉年金・寡婦年金等は除く

年金が年額18万円未満の人・三豊市に転入した人
年度途中で65歳になった人
老齢福祉年金・恩給のみの人
保険料額が年度途中で変更になった人

年6回の年金支給月に支給される
年金から介護保険料が差し引かれます。

納付書での納付の人（普通徴収）年金から差し引かれる人（特別徴収）

固
定
資
産
税
の
お
知
ら
せ

７
月
は
国
民
年
金（
短
期
年
金
）受
給
者
の

「
所
得
状
況
届
」
の
提
出
月
で
す

　

非
木
造
家
屋
の
倉
庫
用
建
物
の
基
準
改
正
に
よ
り
、
こ
れ

ま
で
の
「
冷
凍
倉
庫
用
の
も
の
」
が
「
冷
蔵
倉
庫
用
の
も
の

（
保
管
温
度
が
摂
氏
10
℃
以
下
に
保
た
れ
る
倉
庫
）
」
に
変

わ
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ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
該
当
し
た
場
合
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一
般
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倉

庫
」
と
比
べ
減
価
年
数
（
い
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ゆ
る
耐
用
年
数
）
が
短
縮
さ
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よ
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早
く
減
少
し
ま
す
。

 

該
当
す
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ま
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。
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今
月
は「
み
ん
な
で
子
ど
も
を

育
て
る
県
民
運
動
」に
つ
い
て
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

　
「
み
ん
な
で
子
ど
も
を
育
て
る
県
民
運
動(

君
が
好
き
！
あ
な
た

が
大
事
！)

」は
、地
域
の
大
人
が
積
極
的
に
か
か
わ
っ
て
、子
ど
も

た
ち
を
健
や
か
に
育
ん
で
い
こ
う
と
い
う
運
動
で
す
。

☆
一
人
ひ
と
り
が
で
き
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
！

・
子
ど
も
た
ち
に
声
を
か
け
る　
・
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
活
動
す
る

・
子
ど
も
た
ち
の
良
い
と
こ
ろ
を
認
め
て
ほ
め
る

・
共
に
ふ
れ
あ
い
信
頼
で
き
る
人
間
関
係
を
築
く

・
子
ど
も
た
ち
の
気
持
ち
を
受
け
止
め
る

・
子
ど
も
た
ち
に
自
分
の
思
い
を
伝
え
る

・
子
育
て
中
の
親
に
寄
り
添
い
、子
育
て
に
か
か
わ
る

☆
地
域
の
活
動
に
参
加
し
ま
し
ょ
う
！

・
あ
い
さ
つ
運
動　
・
伝
承
遊
び

☆
毎
月
第
３
土
曜
日
は
「
み
ん
な
で
子
ど
も
を
育
て
る
日
」で
す
。

☆
毎
月
第
３
日
曜
日
は

　

「
家
庭
の
日
」
で
す
。

平
成
24
年
度
分
か
ら
の
改
正
点

固
定
資
産
の
異
動
が
あ
っ
た
場
合
に
は
届
け
出
を

　

家
屋
の
用
途
変
更
で
土
地
の
使
用
状
況
が
住
宅
用
地
か
ら

非
住
宅
用
地
に
、ま
た
は
非
住
宅
用
地
か
ら
住
宅
用
地
に
変

わ
っ
た
と
き
は「
住
宅
用
地
変
更
申
告
書
」を
税
務
課
ま
た
は

各
支
所
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。土
地
の
税
額
が
変
わ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

※
住
宅
用
地
の
用
途
ま
た
は
家
屋
面
積
が
、新
築
・
増
築
・
取
り

壊
し
に
よ
り
変
わ
っ
た
場
合
は
、市
条
例
に
よ
り
そ
の
旨
を

申
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

家
屋
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
取
り
壊
し
た
と
き
は「
家
屋
滅

失
届
出
書
」を
、売
買
・
相
続
・
贈
与
等
で
家
屋
の
所
有
者
が
変

更
し
た
と
き
は「
名
義
人
変
更
届
出
書
」を
、税
務
課
ま
た
は
各

支
所
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。（
登
記
し
て
い
る
場
合
は
法
務

局
か
ら
通
知
が
あ
る
の
で
提
出
不
要
）

　

税
務
課
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。後
日
、税
務
課
か
ら
家

屋
評
価
の
日
時
調
整
の
連
絡
を
し
て
家
屋
評
価
に
伺
い
ま
す
。

間
取
り
や
仕
上
げ
の
確
認
を
行
い
、評
価
額
を
算
出
し
、翌
年

度
か
ら
固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

　

市
民
課　
☎
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・
3
0
0
5

　

善
通
寺
年
金
事
務
所　
☎
0
8
7
7(

6
2)

1
6
6
0

▼
問
い
合
わ
せ　

人
権
課　

☎
73
・
3
0
0
8

じ
ん
け
ん
探
訪
16

差
別
に
つ
な
が
る
身
元
調
査
の
禁
止

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
申
請
す
れ

ば
保
険
料
の
納
付
が
免
除
ま
た
は
猶
予
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
詳
し
く
は
、
善
通
寺
年
金
事
務
所
ま
た
は
市
民
課
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

同
和
問
題
と
は
、
特
定
の
個
人
や
親
族
が
同
和
地
区
や
被

差
別
部
落
と
呼
ば
れ
る
特
定
の
地
域
出
身
で
あ
る
こ
と
と
、

そ
こ
に
住
ん
で
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
結
婚
を
反
対
さ
れ
た

り
、
就
職
や
日
常
生
活
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
差
別
を
受
け

て
い
る
と
い
う
重
大
な
人
権
侵
害
と
社
会
問
題
で
す
。

　

こ
れ
は
決
し
て
一
部
の
人
た
ち
だ
け
の
問
題
で
な
く
、
人
間
が
人

間
と
し
て
尊
重
さ
れ
、
誰
も
が
平
等
で
明
る
く
幸
せ
に
生
活
で
き
る

社
会
の
実
現
の
た
め
に
、
一
人
ひ
と
り
が
取
り
組
む
べ
き
問
題
で
す
。

　

県
で
は
、
結
婚
や
就
職
に
際
し
て
の
部
落
差
別
事
象
の
発
生

の
防
止
と
部
落
差
別
に
つ
な
が
る
身
元
調
査
を
な
く
し
、
県
民

の
基
本
的
人
権
の
擁
護
に
寄
与
す
る
た
め
「
部
落
差
別
事
象
の

発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
」
を
制
定
し
ま
し
た
。

　

生
ま
れ
た
と
こ
ろ
で
差
別
す
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
る
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
は
自
分
の
意
思
で
生
ま
れ
る
と
こ
ろ
を
選

ぶ
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
か
け
が
え
の
な
い
人
生
を
幸
せ
に
生

き
る
た
め
に
、
お
互
い
の
人
権
を
尊
重
し
、
み
ん
な
の
力
で
部

落
差
別
を
な
く
し
ま
し
ょ
う
。

●預貯金通帳

●納付書 ●通帳の届出印

※年金担保・年金差し止めなどで年金が停止し、保険料
が差し引きできなくなった場合は、その差し止めなど
が解除されても、年度途中ではなく、翌年度から特別
徴収に切り替わります。

家
屋
を
新
築
・
増
築
し
た
と
き
は
？

家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
、家
屋
の
所
有
者
が
変
わ
っ
た
と
き
は
？

土
地
の
使
用
状
況
が
変
わ
っ
た
と
き
は
？

　

国
民
年
金
（
短
期
年
金
）
受
給
者
に
、
日
本
年
金
機
構
か

ら
「
所
得
状
況
届
」
が
送
ら
れ
ま
す
。
こ
の
「
所
得
状
況
届
」

に
よ
り
毎
年
所
得
審
査
を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を

記
入
し
、
市
民
課
ま
た
は
各
支
所
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
届
出
対
象
者
】

　

20
歳
前
に
初
診
日
の
あ
る
傷
病
等
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金

や
、
障
害
福
祉
年
金
か
ら
の
裁
定
替
え
に
よ
り
障
害
基
礎
年

金
を
受
給
中
の
人
と
、
母
子
（
準
母
子
）
福
祉
年
金
か
ら
の

裁
定
替
え
に
よ
り
遺
族
基
礎
年
金
を
受
給
中
の
人
で
す
。

（
年
金
コ
ー
ド
が
6
3
5
0
・
2
6
5
0
・
2
7
5
0
・
2
8
5
0
の
人
）

※
所
得
申
告
を
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
年
金
の
支
給
が
一
時

停
止
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
収
入
の
な
い
人
も

必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

※
平
成
23
年
1
月
2
日
以
降
に
住
所
変
更
を
さ
れ
た
年
金
受

給
者
は
、
平
成
23
年
1
月
1
日
に
住
民
登
録
を
さ
れ
て
い

た
市
町
村
で
、
平
成
23
年
度
課
税
証
明
書
の
交
付
を
受
け

て
「
所
得
状
況
届
」
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

年金

保険料
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